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平成 30 年度長門市財政健全化判断比率 

及び資金不足比率審査意見について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項並びに同法第22条

第１項の規定に基づき、審査に付された平成 30 年度長門市財政健全化判断比

率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査

したので、次のとおり意見書を提出します。 
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意  見  書 
 

第１ 審査の対象 

平成 30 年度長門市財政健全化判断比率及び資金不足比率 

 

第１表 健全化判断比率等の対象範囲 

  

 

  

第２ 審査の期間 

  令和元年８月 15 日から令和元年９月 11 日 

 

 

第３ 審査の方法 

  審査にあたっては、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率

並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、関係法令に準拠

して作成されているかを確認並びに関係諸帳簿及び証書類等と照合審査する

とともに、必要に応じて関係職員から説明を聴取し審査した。 
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第４ 審査の結果及び意見 

  審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎と

なる事項を記載した書類は、いずれも関係法令に準拠して作成され、その計

数は適正であると認めた。 

  なお、健全化判断比率及び資金不足比率の状況は第２表のとおりである。 

 

第２表 健全化判断比率及び資金不足比率の状況 

  

 

（１）健全化判断比率 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額及び連結実質

赤字額が生じていないため、各比率は算定されていない。 

実質公債費比率（３か年平均）は 7.6％となり、前年度に比して 1.1 ポイ

ント改善している。 

また、将来負担比率は 8.6％となり、前年度に比して 12.9 ポイント改善

している。 

各比率は、いずれも国の定めた早期健全化基準を下回っているが、合併算

定替の段階的縮減などによる普通交付税の減少や、庁舎建替えなどの大型建

設事業により公債費の発行額の増加も見込まれる。 

このため、今後も厳しい財政状況が予想されることから、引き続き財政の

健全性の維持、向上に努められたい。 

 

（２）資金不足比率 

全ての公営企業会計において資金不足額が生じていないため、資金不足

比率は算定されていない。 

しかしながら、法適用事業では一般会計からの補助金による財政支援が

行われ、非法適用事業では一般会計からの繰入金による財源補てんが行われ

　　　長　門　市

 実質赤字比率

 連結実質赤字比率

 実質公債費比率

 将来負担比率

 資金不足比率

 水道事業

 下水道事業

 湯本温泉事業

（注）実質赤字額、連結実質赤字額及び資金不足額が生じていない場合は、実質赤字比率、連結実質赤字比率

　　及び資金不足比率は「－」で表示している。

20.0%
- -

- -

- -

7.6% 8.7% 25.0% 35.0%

8.6% 21.5% 350.0%

20.00%

- - 18.00% 17.97% 30.00%

財 政 指 標

早期健全化基準
経営健全化基準

財政再生基準

H30 H29 H30 H29 H30 H29

- - 13.00% 12.97%
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ている状況にある。 

各事業においては、引き続き収入の確保に努めるとともに、経費の削減

や業務の効率化を図り、独立採算を目指した事業運営に努められたい。 

 

以上、これらの比率は、国の示す健全な範囲で推移していると認められ

た。 

しかしながら、これらは財政の健全度合いを示す目安であることから、今

後とも計画的な財政運営に努められたい。 
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１ 健全化判断比率の概要    

（１）実質赤字比率 

   実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に

対する比率であり、算定式は次のとおりである。 

   

一般会計等の実質赤字比率の状況は第３表のとおり、当年度の実質収支

額は 661,325 千円の黒字で、前年度に比して 20,351 千円（3.2％）増加し

ている。 

   実質赤字比率は、実質赤字額が生じていないことから算定されない。 

 

第３表 一般会計等の実質赤字比率の状況 

  
   

 

（２）連結実質赤字比率 

   連結実質赤字比率は、全会計を対象とした実質赤字額又は資金不足額の

標準財政規模に対する比率であり、算定式は次のとおりである。 

   

連結実質赤字比率の状況は第４表のとおり、当年度の連結実質収支額は

1,936,297 千円の黒字となり、前年度に比して 50,288 千円（△2.5％）減少

している。   

これは主として、国民健康保険事業における実質収支額が減少したこと

・ 実 質 赤 字 比 率 ＝
一般会計等の実質赤字額

× 100
標 準 財 政 規 模

（単位：千円・％）

　電気通信事業特別会計

　

実 質 赤 字 比 率
‐ ‐ ‐

（△5.27） （△5.02） （△0.25）

（注）１　実質収支額が黒字の場合は、実質赤字比率は「－」で表示している。

　　２　（）内の数値は、実質収支額が黒字の場合に標準財政規模に対する比率を参考として

　　　　　記載している。

一般会計等に属する特別会計 0 -           -        

合　　　　計 661,325 640,974 20,351 3.2

0

一 般 会 計 661,325 640,974 20,351 3.2

区　　　　分
実質収支額

増　減 増減率
平成30年度 平成29年度

-           -        

標 準 財 政 規 模 12,544,156 12,756,329 △ 212,173 △ 1.7

・連結実質赤字比率 ＝
連 結 実 質 赤 字 額

× 100
標 準 財 政 規 模
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によるものである。 

当年度の本市の連結実質赤字比率は、連結実質赤字額が生じていないこと

から算定されない。 

 

第４表 連結実質赤字比率 

  

 

 

（３）実質公債費比率 

実質公債費比率は、一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元

利償還金の標準財政規模に対する比率であり、算定式は次のとおりである。 

 

  

実質公債費比率の状況は第５表のとおり、実質公債費比率（３か年平均）

は 7.6％となり、前年度と比して 1.1 ポイント改善している。実質公債費比

率（単年度）は、優良債の活用や発行抑制により地方債の元利償還金が減

少したことなどにより、前年度に比して 1.31726 ポイント改善している。 

また、早期健全化基準の 25.0％と比較すると、これを下回っている。 

（単位：千円・％）

 国民健康保険事業

 介護保険事業

 後期高齢者医療事業

 水道事業

 下水道事業

 湯本温泉事業

　　　　合　　　計

区　　　　分
実質収支額

平成30年度 平成29年度 増　減 増減率

188,330 211,010 △ 22,680 △ 10.7

349,822 463,297 △ 113,475 △ 24.5

一般会計等以外の特別会計のうち

公営企業に係る特別会計以外の会計
551,168 687,546 △ 136,378 △ 19.8

 一　般　会　計　等 661,325 640,974 20,351 3.2

△ 2.5

公　営　企　業　会　計

0 0 0 -         

13,016 13,239 △ 223 △ 1.7

250,088 194,195

723,804 658,065 65,739 10.0

55,893 28.8

（注）１　実質収支額の合計が黒字の場合は、連結実質赤字比率は「-」で表示している。
　　　２　（）内の数値は、実質収支額の合計が黒字の場合に標準財政規模に対する比率を
　　　　　参考として記載している。

473,716 463,870 9,846 2.1

1,936,297 1,986,585 △ 50,288

標　準　財　政　規　模 12,544,156 12,756,329 △ 212,173 △ 1.7

連 結 実 質 赤 字 比 率
－ － －

（△15.43） （△15.57） (0.14)

× 100

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－

・実質公債費比率 ＝
（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
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第５表 実質公債費比率の状況 

  

   

 

 

 

（４）将来負担比率 

将来負担比率は、一般会計等の地方債現在高、上・下水道事業等公営企

業や一部事務組合などの地方債元利償還金に充てるための一般会計等から

の繰入見込額、全職員に対する退職手当予定額等、一般会計が将来負担す

べき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、算定式は次のとお

りである。 

 

 

 

将来負担比率の状況は第６表のとおり、当年度の将来負担比率は 8.6％

となり前年度に比して 12.9 ポイント改善している。 

これは主として将来負担額から充当可能な財源を差し引いた額が

865,319 千円となり、前年度に比して 1,326,011 千円（△60.5％）減少した

ことによるものである。 

また、早期健全化基準の 350.0％と比較すると、これを下回っている。 

 

 

 

 

（単位：千円・％）

実 質 公 債 費 比 率
（ ３ か 年 平 均 ）

7.6 8.7 9.3 △ 1.1

実 質 公 債 費 比 率
（ 単 年 度 ）

6.82784 8.14510 8.02451 △ 1.31726

標 準 財 政 規 模 － Ｄ 9,960,202 10,179,159 10,402,947 △ 218,957 △ 2.2

（ Ａ + Ｂ ） － （ Ｃ + Ｄ ） 680,067 829,103 834,786 △ 149,036 △ 18.0

標 準 財 政 規 模 12,544,156 12,756,329 12,909,864 △ 212,173 △ 1.7

特 定 財 源 Ｃ 137,100 156,527 195,736 △ 19,427 △ 12.4

 元利償還金・準元利償還

 金に係る基準財政需要額

 算入額
Ｄ 2,583,954 2,577,170 2,506,917 6,784 0.3

△ 145,065 △ 5.1

準 元 利 償 還 金 Ｂ 712,187 728,801 764,468 △ 16,614 △ 2.3

地 方 債 の 元 利 償 還 金 Ａ 2,688,934 2,833,999 2,772,971

増　減 増減率

H30年度－H29年度
区　　　　分 平成30年度 平成29年度 平成28年度

× 100・将来負担比率 ＝
将来負担額Ａ（①～⑧の計）－充当可能財源等Ｂ（⑨～⑪の計）

標 準 財 政 規 模 － ⑫
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第６表 将来負担比率の状況 

  

   

①一般会計等に係る地方債現在高 

②債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号に規定する経費） 

③一般会計等以外の会計に係る地方債の元金償還に充てるための一般会計等の繰入見込額 

  ④組合等が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担見込額 

  ⑤退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）に係る一般会計等の負担見込額 

  ⑥設立法人の負債の額等に係る一般会計等の負担見込額 

  ⑦連結実質赤字額 

  ⑧組合等の連結実質赤字額相当額に係る一般会計等の負担見込額 

  ⑨地方債の償還額等に充当可能な基金額 

  ⑩地方債の償還額等に充当可能な特定の歳入見込額 

  ⑪地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 

  ⑫元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 

（単位：千円・％）

標準財政規模 12,544,156 12,756,329 △ 212,173 △ 1.7

将来負担比率 8.6 21.5 △ 12.9

0.3

計 2,583,954 2,577,170 6,784 0.3

Ａ　－　Ｂ 865,319 2,191,330 △ 1,326,011 △ 60.5

元利及び準

元利償還金

に係る基準
財政需要額

算入額

⑫ 2,583,954 2,577,170 6,784

充当可能
財源等

⑨ 5,284,229 4,617,898 666,331 14.4

⑩ 777,180 906,443 △ 129,263

計 Ｂ 30,282,417 29,741,727 540,690 1.8

△ 14.3

⑪ 24,221,008 24,217,386 3,622 0.0

計 Ａ 31,147,736 31,933,057 △ 785,321 △ 2.5

⑦ -              -              -               -        

⑧ -              -              -               -        

-              -               -         

⑤ 3,218,209 3,374,800 △ 156,591 △ 4.6

⑥ -              -              -               -        

△ 0.9

② 16,704 24,164 △ 7,460 △ 30.9

区　分 平成30年度 平成29年度 増　　減 増減率

将来
負担額

① 21,710,459 21,916,607 △ 206,148

③ 6,202,364 6,617,486 △ 415,122 △ 6.3

④ -              
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２ 資金不足比率の概要 

資金不足比率は、公営企業における資金不足額（一般会計等の実質赤字に

相当する額）の営業収益等に対する比率で、公営企業の健全性の判断基準と

して適用される。 

資金不足比率の状況は第７表のとおりである。 

 

第７表 資金不足比率の状況 

  

 

 

 （法適用企業の場合） 

 Ａ 流動負債の額－控除未払金等 

 Ｂ 地方債の現在高（建設改良事業以外の経費に充てた地方債の残高） 

 Ｃ 流動資産の額－控除財源等 

 Ｄ 解消可能資金不足額 

 事業の規模 ＝ 営業収益の額－受託工事収益の額 

 

 （法非適用企業の場合） 

 Ａ 歳出総額 

 Ｂ 地方債の現在高（建設改良事業以外の経費に充てた地方債の残高） 

 Ｃ 歳入総額－翌年度に繰越すべき財源 

 事業の規模 ＝ 営業収益に相当する額－受託工事収益に相当する収入の額 

 

 

（注）資金不足額が生じていない場合は、資金不足比率は「-」で表示している。

20.0

法
適
用

水道事業会計 － － － 20.0

下水道事業会計 － －

法

非

適

用

湯本温泉事業 － － －

－ 20.0

（単位：％）

区　　　　分 平成30年度 平成29年度 増　減
経営健全
化基準

資金不足額

・ 資 金 不 足 比率 ＝
（Ａ＋Ｂ－Ｃ）－Ｄ

事 業 の 規 模
× 100
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（１）水道事業（法適用企業） 

   水道事業の資金不足比率の状況は第８表のとおり、流動資産が流動負債

を超過しており、建設改良事業以外の財源に充てた地方債の現在高はない

ことから、資金不足額は発生していない。 

   資金不足額は発生していないため資金不足比率は算定されないが、資金

剰余額は 473,716 千円で、前年度に比して 9,846 千円（2.1％）増加してい

る。 

また、資金剰余額の事業規模に対する割合の実数値は△90.5％となり、前

年度に比して 2.4 ポイント改善している。 

   

第８表 水道事業の資金不足比率の状況 

  

 

 

（２）下水道事業（法適用企業） 

   下水道事業の資金不足比率の状況は第９表のとおり、流動資産が流動負

債を超過しており、建設改良事業以外の財源に充てた地方債の現在高はな

いことから、資金不足額は発生していない。 

   資金不足額は発生していないため資金不足比率は算定されないが、資金

剰余額は 250,088 千円となり、前年度に比して 55,893 千円（28.8％）増加

している。 

また、資金剰余額の事業規模に対する割合の実数値は△44.4％となり、

前年度に比して 10.3 ポイント改善している。 

 

   

 

（単位：千円・％）

流動負債

算入地方債

流動資産

営業収益の額

受託工事収入の額

0 0 0 -         

159,755 317,626 △ 157,871 △ 49.7

増減率

△ 473,716

事業規模 523,727 526,592 △ 2,865 △ 0.5

633,471 781,496 △ 148,025 △ 18.9

資金不足額（△資金剰余額） △ 463,870 △ 9,846 2.1

区　　　分 平成30年度 平成29年度 増　　減

0 0 0 -         

523,727 526,592 △ 2,865 △ 0.5

 　　　２　資金不足額が生じていない場合は、資金不足比率は「-」で表示している。

 　　　３　()内の数値は、資金不足額が生じていない場合に資金剰余額の事業規模に対する割合を
　　　　 　参考として記載している。

資　金　不　足　比　率
－ － －

（△90.5） （△88.1） （△2.4）

（注）１　資金不足額が「△」の場合は、資金剰余額を示している。
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第９表 下水道事業の資金不足比率の状況 

  
 

 

（３）湯本温泉事業（法非適用企業） 

   湯本温泉事業の資金不足比率の状況は第 10 表のとおり、一般会計からの

繰入金により収支の均衡が図られており、建設改良事業以外の財源に充て

た地方債はないことから、資金不足額は発生しておらず、資金不足比率は

算定されない。 

 

第 10 表 湯本温泉事業の資金不足比率の状況 

  

 

 

（単位：千円・％）

流動負債

算入地方債

流動資産

営業収益の額

受託工事収入の額

区　　　分 平成30年度 平成29年度 増　　減 増減率

資金不足額（△資金剰余額） △ 250,088 △ 194,195 △ 55,893 28.8

△ 1.0

547,365 413,012 134,353 32.5

0 0 0 -         

797,453 607,207 190,246 31.3

0 0 0 -        

（注）１　資金不足額が「△」の場合は、資金剰余額を示している。

 　　　２　資金不足額が生じていない場合は、資金不足比率は「-」で表示している。

 　　　３　()内の数値は、資金不足額が生じていない場合に資金剰余額の事業規模に対する割合を
　　　　　 参考として記載している。

資　金　不　足　比　率
－ － －

（△44.4） （△34.1） （△10.3）

事業規模 563,176 569,101 △ 5,925 △ 1.0

563,176 569,101 △ 5,925

（単位：千円・％）

歳　出　額

算入地方債

歳　入　額

営業収益の額

受託工事収入の額

資　金　不　足　比　率

（注）資金不足額が「0」の場合は、資金不足額が生じていないため資金不足比率は「-」で表示している。

143.3

0 0 0 -         

280,285 115,180 165,105 143.3

事業規模

区　　　分 平成30年度 平成29年度 増　　減 増減率

資金不足額 0 0 0 -         

280,285 115,180 165,105

16,635 19,008 △ 2,373 △ 12.5

翌年度へ繰り越すべき財源 0 0 0 -         

－ － －

16,635 19,008 △ 2,373 △ 12.5

0 0 0 -         
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 資料１  

実質公債費比率算定に用いた基礎数値 

 

（１）地方債の元利償還金 

   

 

（２）準元利償還金 

   

 

（単位：千円）

会計区分 年度 元　金 利　子 元利計
繰上償還及び借

換債を財源とし
て償還した額

計

2,772,971

H30 2,530,748 158,186 2,688,934 -           2,688,934

 一般会計等 188,533 2,890,860 56,861 2,833,999

H28 2,544,753 228,218 2,772,971 -           

H29 2,702,327

（単位：千円）

会　計　区　分　等 年度 準元利償還金

 下水道事業

H28 600,720

H29 580,674

H30 593,232

 水道事業

H28 95,121

H29 98,577

H30 92,585

 豊浦大津環境浄化組合

H28 12,858

H29 -             

H30 -             

 湯本温泉事業

H28 27,543

H29 27,705

H30 16,611

712,187

 一時借入金利子

H28 -             

H29 -             

H30 -             

 債務負担行為で公債費に準ずるもの

H28 28,226

H29 21,845

H30 9,759

計

H28 764,468

H29 728,801

H30
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（３）特定財源 

   

 

 

（４）元利償還金及び準元利償還金に係る普通交付税基準財政需要額算入額 

   
 

 

 

 

 

（単位：千円）

62,006

 地域総合整備資金貸付金元金等
 収入

H28 51,741

H29 48,116

H30 44,491

区　　　　分 年度 充 当 額

 住宅使用料

H28 78,366

H29 74,588

H30

計

H28 195,736

H29 156,527

H30 137,100

 都市計画税

H28 65,629

H29 33,823

H30 30,603

（単位：千円）

115,509

算　入　区　分 年度 一般会計等 準元利償還金分 算 入 額

災害復旧費等に係る基準
財政需要額

H28 1,823,736 119,484 1,943,220

H29 1,941,548 122,978 2,064,526

H30 1,993,184 104,121 2,097,305

331,789

2,123,512 460,442 2,583,954

計

H28 2,029,863 477,054 2,506,917

H29 2,105,712 471,458 2,577,170

H30

密度補正により基準財政
需要額に算入された元利
償還金及び準元利償還金

H28 13,868 25,781 39,649

H29

事業費補正により基準財
政需要額に算入された公
債費

H28 192,259 524,048

H29 149,861 322,854 472,715

H30

14,303 25,626 39,929

330,724 446,233

H30 14,819 25,597 40,416
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 資料２  

将来負担比率算定に用いた基礎数値 

 

（１）一般会計等に係る地方債現在高 

   

 

 

（２）債務負担行為に基づく支出予定額 

   

 

 

（３）一般会計等以外の会計に係る地方債の元金償還に充てるための一般会計

等の繰入見込額 

   

 

 

（４）組合等が起こした地方債の償還に係る地方公共団体の負担見込額 

    

該当なし 

 

（単位：千円）

 一般会計等 21,710,459

会　計　区　分 地方債現在高

（単位：千円）

 長門市社会福祉協議会の児童養護施設（湯の家）建設資金

 借入金償還助成の元金分
H14～R3 58,199 7,339

 善隣会の保育所（みすゞ保育園）建設資金借入金償還助成

 の元金分
H16～H30 40,602 0

計 168,603 16,704

項　　　目　　　名 期　間 限度額
R1以降

支出予定額

 同心会の特別養護老人ホーム施設（養寿苑）建設資金借入

 金償還助成の元金分
H10～R3 69,802 9,365

（単位：千円）

 水道事業

 下水道事業

 湯本温泉事業

会　計　区　分 繰入見込額

1,131,617

5,070,747

0

計 6,202,364
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（５）退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）に係る一般会計等

の負担見込額 

   

 

 

（６）設立法人の負債の額等に係る一般会計等の負担見込額 

 

   該当なし 

 

 

（７）連結実質赤字額 

 

   該当なし 

 

 

（８）組合等の連結実質赤字額相当額に係る一般会計等の負担見込額 

 

   該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人、千円）

 一般職員

 特別職

区　　分 職員数 負担見込額

441 3,208,949

2 9,260

計 443 3,218,209
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（９）地方債の償還額等に充当可能な基金額 

   

 

 

 

（10）地方債の償還額等に充当可能な特定の収入見込額 

   

 

 

（単位：千円）

 財政調整基金

 減債基金

 職員退職手当基金

 地域福祉振興基金

 ふるさと・水と土保全基金

 観光施設等整備基金

 子ども教育ゆめ基金

 香月泰男美術館運営基金

 国民健康保険基金

 国民健康保険高額療養費資金貸付基金

 介護給付費準備基金

 県収入証紙調達基金

 土地開発基金

 すこやかながとワクチン基金

 庁舎建設基金

 再生可能エネルギー活用基金

（注）地域活性化基金は、合併特例債により造成した基金のた

　　　め充当可能基金の対象とならない。

計 5,284,229

352

952,791

161

287,521

206

329,340

110,896

354,525

11,885

4,178

3,211

7,759

85,906

550,128

260,463

基　金　名 金　　額

2,324,907

（単位：千円）

 都市計画税

 住宅使用料

 地域総合整備資金貸付金元金等収入

261,241

113,289

計 777,180

区　　　　　　　分 金　　額

402,650
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（11） 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 

   

 

 

 

（12） 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

   
 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 公債費算入分

 その他算入分

算　入　区　分 金　　額

20,943,048

3,277,960

計 24,221,008

（単位：千円）

 密度補正により基準財政需要額に算入された
元利償還金及び準元利償還金

40,416

計 2,583,954

算　入　区　分 金　　額

 災害復旧費等に係る基準財政需要額 2,097,305

 事業費補正により基準財政需要額に算入され
た公債費

446,233


